
子ども医療費助成制度が変わります

◆
親
子
や
さ
し
い
パ
ン
づ
く
り
教

室対
象
…
小
学
生
と
そ
の
保
護
者

日
時
…
７
月
18
日
（
土
）
13
時
30

分
〜
16
時
30
分

定
員
…
４
組（
申
し
込
み
順
）

費
用
…
５
０
０
円（
材
料
費
）

◆
こ
ど
も
造
形
教
室
〜
真
夏
の
・

お
祭
り
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
！
〜

対
象
…
５
歳
〜
中
学
生
（
小
学
生

以
下
は
保
護
者
同
伴
）

日
時
…
７
月
25
日
（
土
）
13
時
30

分
〜
14
時
30
分

定
員
…
50
人（
申
し
込
み
順
）

費
用
…
７
０
０
円（
材
料
費
）

※
汚
れ
て
も
よ
い
服
装
で
参
加
し

て
く
だ
さ
い
。

◆
申
し
込
み

　

６
月
21
日
（
日
）
ま
で
に
左
記

ま
で
。
電
話
で
の
仮
申
し
込
み
も

受
け
付
け
ま
す
が
、
期
限
内
に
申

込
書
の
提
出
が
必
要
で
す
。

問
八
日
市
場
公
民
館
☎
72
・
０

７
３
５
（
月
曜
日
を
除
く
８
時
30

分
〜
17
時
）

申
し
込
み
は
６
月
21
日
ま
で

公
民
館
講
座
の
受
講
生
を
募
集

■

補
助
対
象
と
な
る
危
険
コ
ン
ク

　

リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど

　

次
の
①
〜
③
の
す
べ
て
に
該
当

す
る
、
市
内
に
存
在
す
る
コ
ン
ク

リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
が
対
象

で
す
。

①
道
路
な
ど
に
面
し
て
い
る
も
の

②
高
さ（
擁
壁
な
ど
が
あ
る
場
合

は
、
そ
の
高
さ
を
含
む
）が
、
１
・

２
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
も
の

③
市
で
定
め
る
診
断
基
準
に
よ
り

危
険
と
判
定
さ
れ
た
も
の

※
相
談
を
受
け
、
市
で
事
前
調
査

を
行
い
判
定
し
ま
す
。

■

対
象
者

　

本
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
登
録

危
険
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
の
除
却

費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す

▼詳細はこち
らから

が
あ
り
、
市
内
に
危
険
コ
ン
ク
リ

ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
を
所
有
す

る
人

※
こ
の
他
に
も
要
件
あ
り
。

■

補
助
金
額

　

補
助
金
額
は
、
次
の
①
、
②
の

う
ち
い
ず
れ
か
少
な
い
額
（
上
限

10
万
円
）で
す
。

①
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
の
除
却
に
要

す
る
費
用
の
２
分
の
１
の
額

②
除
却
す
る
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど
の

長
さ
に
1
メ
ー
ト
ル
当
た
り
５
０

０
０
円
を
乗
じ
て
得
た
額

■

申
請
方
法

　

工
事
の
契
約
を
す
る
前
に
、
申

請
書
に
チ
ェ
ッ
ク
シ
ー
ト
な
ど
の

書
類
を
添
え
て
都
市
整
備
課
（
市

役
所
３
階
）
ま
で
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

※
詳
細
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
に
な
る
か
、
左
記
ま
で
お
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
申
し
込
み

順
。
予
算
の
上
限
に
達
し
次
第
終

了
。問

都
市
整
備
課
管
理
班

 

☎
73
・
０
０
９
１

　

地
震
発
生
時
に
お
け
る
危
険
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
塀
な
ど

の
倒
壊
に
よ
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
、
危
険
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ

ロ
ッ
ク
塀
な
ど
の
除
却
費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。 

　「介護予防・日常生活支援総合事業（総合事業）」
は、高齢者の皆さんが住み慣れた地域で、自分らし
く自立した生活を続けられるよう応援する制度です。
　大きな特徴は、「介護が必要になる前から利用で
きる」こと。元気なうちから始める、新しいカタチ
のサポートです。例えば、市で実施している「いき
いきよかっぺ健康教室」では、自身に合った自宅ト
レーニング方法の指導や健康に関するアドバイスな
ど、元気に過ごすためのサポートが受けられます。
　「介護はまだ早い」と思っている人にこそ知って
ほしい、あなたの元気を長持ちさせるための事業で
す。今後このシリーズで、さまざまな情報を発信し
ていきます。
 問高齢者支援課☎73－0033

いつまでも、この街で自分らしく
知っておきたい『介護予防・総合事業』
第1回 総合事業ってなに？

　これまで市では、０歳児から高校生世代までが医療機
関などを受診した際の医療費（保険診療分）の一部負担
金が無料となるよう助成をしてきました。
　しかし、市の財政状況などから、８月診療分から助成
額を変更しますので、ご理解のほど、よろしくお願いし
ます。

子ども医療費助成制度が変わります
８月診療分から

 問子育て支援推進課子育て支援班☎74－3245

◆８月診療分からの助成内容

対象者 助成対象
医療費 助成方法 自己負担額 所得制限

0歳児から
小学６年生

入院・通院・
調剤

医療券による
現物給付 無料 なし

中学生から
高校生世代

入院・通院・
調剤

医療券による
現物給付

通院１回、
入院１日に
つき300円

なし

※市民税所得割非課税世帯については、自己負担額は無料です。また、
同一医療機関における同一月の受診は、通院は６回、入院は11日以降
自己負担額が無料になります。

くらしの情報●Sosa Information
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２
年
ご
と
の
見
直
し
に
よ
り
、

令
和
８
・
９
年
度
の
後
期
高
齢
者

医
療
制
度
の
保
険
料
率
な
ど
が
改

定
さ
れ
ま
し
た
。

　

今
年
度
の
保
険
料
額
の
決
定
通

知
書
は
７
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

◆
均
等
割
・
所
得
割
・
賦
課
限
度

額
の
引
き
上
げ
な
ど

　

今
回
の
改
定
で
は
、
従
来
の
医

療
分
の
ほ
か
、
子
ど
も
・
子
育
て

世
代
を
社
会
全
体
で
支
え
る
た
め

の
支
援
金
を
抽
出
す
る
制
度
と
し

て
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
金
分

（
子
ど
も
分
）
が
加
わ
り
、
医
療

費
分
の
均
等
割
・
所
得
割
・
賦
課

　

国
の
制
度
改
正
に
よ
り
、
介
護

保
険
料
の
区
分
を
決
め
る
所
得
基

準
額
の
一
部
が
80
・
９
万
円
か
ら

82
・
65
万
円
に
引
き
上
げ
ら
れ
ま

し
た（
＝
左
図
）。

　

こ
れ
を
踏
ま
え
た
令
和
８
年
度

の
介
護
保
険
料
額
を
お
知
ら
せ
す

る
介
護
保
険
料
決
定
通
知
書
は
６

月
15
日（
月
）に
発
送
予
定
で
す
。

　

な
お
、
保
険
料
の
納
付
方
法
は

次
の
通
り
で
す
。

特
別
徴
収
…
年
金
支
給
月
に
年
金

か
ら
介
護
保
険
料
が
差
し
引
か
れ

限
度
額
を
引
き
上
げ
ま
し
た
（
＝

左
図
１
）。

◆
軽
減
判
定
基
準
額
の
引
き
上
げ

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
で
は
、

世
帯
の
所
得
水
準
に
応
じ
て
医
療

分
、
子
ど
も
分
の
均
等
割
が
そ
れ

ぞ
れ
軽
減
さ
れ
ま
す
。
今
回
の
改

定
で
は
、
医
療
分
の
軽
減
割
合
が

７
割
か
ら
７
・
２
割
に
引
き
上
げ

ら
れ
た
他
、
２
割
と
５
割
の
軽
減

判
定
基
準
額
を
引
き
上
げ
、
軽
減

対
象
者
を
拡
充
し
ま
し
た
（
＝
左

図
２
）。

問
市
民
課
保
険
料
班

 

☎
73
・
０
０
８
６

ま
す
。

普
通
徴
収
…
通
知
書
に
同
封
の
納

付
書
に
よ
り
、
金
融
機
関
や
コ
ン

ビ
ニ
な
ど
で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

口
座
振
替
…
各
納
付
期
限
日
に
口

座
か
ら
保
険
料
が
引
き
落
と
さ
れ

ま
す
。

※
災
害
や
著
し
い
所
得
の
減
少
な

ど
納
付
困
難
な
事
情
が
あ
る
と
き

は
、
左
記
ま
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

問
市
民
課
保
険
料
班

 
☎
73
・
０
０
８
６

令
和
８・
９
年
度
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

保
険
料
率
な
ど
を
改
定

所
得
基
準
が
見
直
さ
れ
ま
し
た

介
護
保
険
料
額
決
定
通
知
書
を
送
付

◆所得段階別の第1号被保険者（65歳以上）の保険料

区分 年額

本
人
が
市
民
税
非
課
税

非
課
税
世
帯

第１段階

生活保護受給者または老
齢福祉年金受給者および
合計所得金額と課税年金
収入額の合計が82.65万
円以下の人など

1万8810円

第２段階

合計所得金額と課税年金
収人額の合計が82.65万
円を超え120万円以下の
人

3万2010円

第３段階
合計所得金額と課税年金
収入額の合計が120万円
を超える人

4万5210円

課
税
世
帯

第４段階
合計所得金額と課税年金
収入額の合計が82.65万
円以下の人

5万9400円

第５段階
合計所得金額と課税年金
収入額の合計が82.65万
円を超える人

6万6000円

※上表は、所得段階別の第１号被保険者（65歳以上）の保険料の
一部を抜粋。

◆図１　 令和８・９年度の均等割・所得割・賦課
限度額

均等割 所得割 賦課限度額

医療分 5万1000円 9.40% 85万円

子ども・子育て
支援金分 1310円 0.25% 2万1000円

◆図２　軽減判定基準額の引き上げ

《５割》
43万円＋10万円×(給与・年金所得者の数－1)以下の場合

＋
 （世帯内の被保険者数×31万円）以下

「29.5万円」→「31万円」に引き上げ

《２割》
43万円＋10万円×（給与・年金所得者の数－１）以下の場合

＋
 （世帯内の被保険者数×57万円）以下

「54.5万円」→「57万円」に引き上げ

《7.2割》
43万円＋10万円×（給与・年金所得者の数－１）以下の場合

　

国
民
健
康
保
険
は
、
病
気
や
け

が
を
し
た
と
き
に
、
安
心
し
て
医

療
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、
加
入
者

が
国
民
健
康
保
険
税
を
出
し
合
っ

て
、お
互
い
に
助
け
合
う
制
度
で
す
。

　

近
年
、
高
齢
化
の
進
展
や
医
療

の
高
度
化
な
ど
に
よ
り
医
療
費
が

増
加
す
る
一
方
、
加
入
者
数
は
減

少
し
て
お
り
、
こ
の
ま
ま
で
は
市

の
国
民
健
康
保
険
事
業
の
運
営
が

困
難
と
な
る
こ
と
か
ら
、
県
か
ら

示
さ
れ
た
標
準
保
険
料
率
を
参
考

に
、
令
和
８
年
度
か
ら
税
率
な
ど

を
改
定
し
ま
し
た
。

　

将
来
に
わ
た
り
医
療
費
を
は
じ

め
と
す
る
保
険
給
付
事
業
な
ど
を

安
定
的
に
運
営
し
て
い
く
た
め
、
ご

理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
国
民
健
康
保
険
税
の
税
率
や
改

定
内
容
な
ど
の
詳
細
は
、
６
月
中

旬
に
送
付
す
る
納
税
通
知
書
に
同

封
す
る
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
ま
た
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

問
税
務
課
市
民
税
班

 

☎
73
・
０
０
８
７

国民健康保険税

税率などを改定
の
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